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１. 提出書類と提出のタイミング
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（１）－１新規上場時（振替法第131条第1項の通知を上場承認日に先立って行う場合）
（承認前提出方式（いわゆる「S-1方式」）の場合）

※1 原本とは、「実印」で捺印をした書類又は公的証明書を指します。また、ドラフトとは、「実印」による捺印をしていない
書類を指します。

※2 ドラフトはEメールにてご提出いただきます。送付先アドレスは担当者から直接お伝えしますので、ドラフトを準備いた
だき、振替業務部（03-3661-1836）にご連絡ください。

※3 届出書類のフォーマットは、当機構ホームページ
（https://www.jasdec.com/procedure/issuer/participation/index.html）に掲載しております。

※4 上場承認日はTOKYO PRO Marketに上場する場合には、上場申請公表日と読み替えます。

※5 備考にてファイル形式を指定していない提出書類については、ファイル形式は問いません。

# 提出書類

提出時期

備考
振替法の通知日の
２週間前まで

振替法の通知日の
２営業日前まで

上場承認日の
２営業日前まで

公募の条件決定日
(公開価格決定日)

1 同意書 ドラフト 原本 ― ― －

2
株式等振替制度参加に係る届出書
（その１）

ドラフト 原本 ― ―

• ドラフトはExcelファイルでご提出ください。

3
株式等振替制度参加に係る届出書
（その２）

ドラフト 原本 ― ―

4
株式等振替制度参加に係る届出書
（その３）

ドラフト 原本 ― ―

5
株式等振替制度参加に係る届出書
（その４）

ドラフト 原本 ― ―

6 Targetシステム利用申込書 ドラフト 原本 ― ―

• 東証上場会社用（KY05）と東証以外上場
会社用（KY06）のいずれかをご提出くださ
い。

7 定款 ドラフト 原本 ― ―
• 原本には、製本、契印、原本証明が必要
です。（詳細はP15）。

8 株式取扱規則 ドラフト 原本 ― ―
• 原本には、製本、契印、原本証明が必要
です（詳細はP15）。

9 印鑑証明書 原本の写し 原本 ― ―
• 発行から3ヶ月以内の原本をご提出くださ
い。

10 振替法第131条第1項の通知文 ドラフト 確定版 ― ― ・確定版に捺印は不要です。

11 種類株式の内容について ドラフト 確定版 ― ―
• 上場する株式が種類株式の場合のみご提
出が必要です。

• 提出方法は担当者へご相談ください。

12
株式等振替制度参加に係る届出書
（変更・訂正届出用）

― ― 原本 ―

• 株式等振替制度参加に係る届出書の原
本提出後、記載内容に変更または訂正が
生じた場合にご提出ください。

• 提出方法は担当者へご相談ください。

13 訂正有価証券届出書 ― ― ― 確定版
• PDFファイルをTargetほふりサイトにご提
出ください。

https://www.jasdec.com/procedure/issuer/participation/index.html
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※1 原本とは、「実印」で捺印をした書類又は公的証明書を指します。また、ドラフトとは、「実印」による捺印をしていない
書類を指します。

※2 ドラフトはEメールにてご提出いただきます。送付先アドレスは担当者から直接お伝えしますので、ドラフトを準備いた
だき、振替業務部（03-3661-1836）にご連絡ください。

※3 届出書類のフォーマットは、当機構ホームページ
（https://www.jasdec.com/procedure/issuer/participation/index.html）に掲載しております。

※4 上場承認日はTOKYO PRO Marketに上場する場合には、上場申請公表日と読み替えます。

※5 備考にてファイル形式を指定していない提出書類については、ファイル形式は問いません。

# 提出書類

提出時期

備考
上場承認日の
２週間前まで

上場承認日の
２営業日前まで

公募の条件決定日
(公開価格決定日)

1 同意書 ドラフト 原本 ― －

2
株式等振替制度参加に係る届出書
（その１）

ドラフト 原本 ―

• ドラフトはExcelファイルでご提出ください。

3
株式等振替制度参加に係る届出書
（その２）

ドラフト 原本 ―

4
株式等振替制度参加に係る届出書
（その３）

ドラフト 原本 ―

5
株式等振替制度参加に係る届出書
（その４）

ドラフト 原本 ―

6 Targetシステム利用申込書 ドラフト 原本 ―
• 東証上場会社用（KY05）と東証以外上場会社用
（KY06）のいずれかをご提出ください。

7 定款 ドラフト 原本 ―
• 原本には、製本、契印、原本証明が必要です。（
詳細はP15）。

8 株式取扱規則 ドラフト 原本 ―
• 原本には、製本、契印、原本証明が必要です（
詳細はP15）。

9 印鑑証明書 原本の写し 原本 ― • 発行から3ヶ月以内の原本をご提出ください。

10 振替法第131条第1項の通知文 ドラフト 確定版 ― ・確定版に捺印は不要です。

11 種類株式の内容について ドラフト 確定版 ―
• 上場する株式が種類株式の場合のみご提出が
必要です。

• 提出方法は担当者へご相談ください。

12 訂正有価証券届出書 ― ― 確定版
• PDFファイルをTargetほふりサイトにご提出くだ
さい。

（１）－２新規上場時（振替法第131条第1項の通知を上場承認日と同日に行う場合）
（承認時提出方式の場合）

https://www.jasdec.com/procedure/issuer/participation/index.html
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新設合併または株式移転によるテクニカル上場の場合。
逆さ株式交換または逆さ合併によるテクニカル上場の場合は、P5の「（１）－２新規上場（振替法第131条第1項の通知を上場承認日と
同日に行う場合）」を参照。

# 提出書類

提出時期

備考
上場日の
２週間前まで

取扱開始日時点の株
主数確定後
速やかに

上場日以降
(登記完了後)

速やかに

1 同意書 ドラフト ― 原本 －

2
株式等振替制度参加に係る届出書
（その１）

ドラフト ― 原本

• ドラフトはExcelファイルでご提出ください。

3
株式等振替制度参加に係る届出書
（その２）

ドラフト ― 原本

4
株式等振替制度参加に係る届出書
（その３）

ドラフト ― 原本

5
株式等振替制度参加に係る届出書
（その４）

ドラフト ― 原本

6 Targetシステム利用申込書 ドラフト ― 原本
• 東証上場会社用（KY05）と東証以外上場会社用
（KY06）のいずれかをご提出ください。

7 定款 ― ― 原本
• 原本には、製本、契印、原本証明が必要です。（
詳細はP15）。

8 株式取扱規則 ドラフト ― 原本
• 原本には、製本、契印、原本証明が必要です（
詳細はP15）。

9 印鑑証明書 ― ― 原本 • 発行から3ヶ月以内の原本をご提出ください。

10
取扱開始日における株主等の数に係る届
出書

― 確定版 ―
• PDFファイルをTargetほふりサイトにご提出くだ
さい。

11 種類株式の内容について ドラフト ― 確定版
• 上場する株式が種類株式の場合のみご提出が
必要です。

• 提出方法は担当者へご相談ください。

※1 原本とは、「実印」で捺印をした書類又は公的証明書を指します。また、ドラフトとは、「実印」による捺印をしていない
書類を指します。

※2 ドラフトはEメールにてご提出いただきます。送付先アドレスは担当者から直接お伝えしますので、ドラフトを準備いた
だき、振替業務部（03-3661-1836）にご連絡ください。

※3 届出書類のフォーマットは、当機構ホームページ
（https://www.jasdec.com/procedure/issuer/participation/index.html）に掲載しております。

※4 上場承認日はTOKYO PRO Marketに上場する場合には、上場申請公表日と読み替えます。

※5 備考にてファイル形式を指定していない提出書類については、ファイル形式は問いません。

（２）テクニカル上場時

https://www.jasdec.com/procedure/issuer/participation/index.html
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２. 届出書類の記載方法と記載例
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※ 株式等の振替に関する業務規程、同施行規則
https://www.jasdec.com/rule/less/business-rules/index.html

※ 手数料に関する規則
https://www.jasdec.com/rule/less/fee/index.html

（１）同意書 [ST01-01]

• 原本の提出日をご記載ください。

実印

• 登記上の本店所在地、商号、代表
者役職名及び代表者氏名について
は、省略せず印鑑証明書どおりに
ご記載ください。

• 実印で捺印をしてください。

• 業務規程等については、当機構ＨＰ
に掲載しております（※）。

https://www.jasdec.com/rule/less/business-rules/index.html
https://www.jasdec.com/rule/less/fee/index.html


ST01-02
（2023年10月13日版）

株式会社証券保管振替機構　御中

株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届出いたします。

１.登記上の商号、本店所在地並びに代表者の役職及び氏名など

２.同意しようとする株式の内容

（注１）普通株式（定款で特別の定めを設けていない株式）以外の場合には、「種類株式」を選択してください。なお、この場合には、本

　　　　届出書のほか、「種類株式の内容について」の提出が必要です。

３.口座情報（注２）

0 1 2 3 4 7 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0 1 2 3 4 7 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0 1 2 3 4 7 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0 1 2 3 4 7 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0 1 2 3 4 7 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

（注２）記載いただく５つの口座は、すべて同一の口座でも構いません。

以　上

調整株式数（発行者分）の記録先口座

新株予約権付社債に付された新株予約権が行使さ
れた場合に、自己株式を移転するときの振替元口
座

銘柄名称 株式会社ほふり

株式の種類（注１） 普通株式

提出日 2023年11月1日

口座の種類 加入者口座コード

単元未満株式の買取請求に係る振替先口座

会社名

代表者氏名

代表者役職名

株式会社ほふり

代表取締役

ほふり　太郎

記

株式等振替制度参加に係る届出書（その１）
（株式等振替制度＜株式＞用）

新株予約権が行使された場合に自己株式を
移転するときの振替元口座

取得請求権付株式の取得請求に係る振替先口座

ほふり　太郎

（商号フリガナ） カブシキガイシャホフリ

商号 株式会社ほふり

本店所在地 東京都中央区日本橋兜町○番△号

法人番号 0123456789123

代表者役職名 代表取締役 代表者氏名

印
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（２）株式等振替制度参加に係る届出書（その１）[ST01-02]

• 会社名及び代者氏名については、
省略せず印鑑証明書どおりにご
記載ください。

• 実印で捺印をしてください。

• 省略せず印鑑証明書どおりにご
記載ください。

• フリガナも忘れずにご記載くだ
さい。

• 株主名簿管理人に確認の上、該
当する口座の加入者口座コード
（21桁）を記載してください。

• ５つの口座は、全て同一の口座
を指定しても構いません。

• 同意しようとする株式が「種類
株式」の場合には、この書類に
加えて、「種類株式の内容につ
いて」をご提出いただく必要が
あります。

• 法人番号(13桁)をご記載ください。

実印

• 原本の提出日をご記載ください。



株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届出いたします。

（２）基準日（株主確定日）

中間決算期 2月末日

（１）決算期

定款に定める定時株主総会に係る基準日 8月31日

8月31日決算期

３.会社・銘柄情報

東京証券取引所（TOKYO PRO Market）

記

東京証券取引所

上場日 2023年12月20日

事務上の口座通知取次ぎ受付締切日

会社名

（注２）TOKYO PRO Marketに係る発行者については、東京証券取引所による上場申請の公表日を記載してください。

（注３）上場する金融商品取引所をすべて選択してください。

一定の日
（振替法第131条第1項第1号の一定の日）

2023年12月18日

新規記録日 2023年12月19日

上場する金融商品取引所（注３）

札幌証券取引所

名古屋証券取引所

福岡証券取引所

振替法第131条第1項の通知日 2023年11月15日

2023年12月8日

○

　・第３四半期配当

定款に定める剰余金の配当に係る基準日

　・期末配当 8月31日

　・中間配当 2月末日

　・第１四半期配当

上場承認日（注２） 2023年11月15日

取扱開始日 2023年12月8日

提出日 2023年11月1日株式会社証券保管振替機構　御中

（注１）株式移転、新設合併又は新設分割に伴うテクニカル上場銘柄については、記載不要です。

２.上場取引所

株式会社ほふり

代表者氏名 ほふり　太郎

代表者役職名 代表取締役

株式等振替制度参加に係る届出書（その２）
（株式等振替制度＜株式＞用）

１.取扱開始に係る日程（注１）

印
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（３）－１ 株式等振替制度参加に係る届出書（その２）（左ページ部分）[ST01-02]

実印

• 上場する金融商品取引所をすべ
て選択してください。

• 定款に定めている基準日をご記
載ください。

• 会社名及び代者氏名については、
省略せず印鑑証明書どおりにご
記載ください。

• 実印で捺印をしてください。

• 原本の提出日をご記載ください。

• 上場承認日時点で一定の幅をも
たせた予定である場合には、当
該予定のうち、最も近い日付を
ご記載ください。

• 振替法の通知を上場承認日に先
立って行う場合には、「上場承
認日」及び「上場日」が未確定
であることが考えられますが、
原本の提出日時点の予定をご記
載ください。

• 原本提出後、記載した日程と異
なる日程となった場合には、上
場承認日の2営業日前までに株式
等振替制度参加に係る届出書
（変更・訂正届出用）（詳細は
P14）をご提出ください。



ST01-02
（2023年10月13日版）

（注４）以下の理由で四半期会計期間の末日が到来する都度、総株主通知（株主確定処理）を行う場合には、「有」を選択してください。

　　　　(以下の理由以外で当該請求をすることはできません。）

　　　　なお、当該請求を取り下げる場合には、別途手続きが必要です。

（注６）「外国人等の議決権が当社の議決権の総数の５分の１以上を占める場合には株主名簿に記載することを拒む」等の制限に係る具体

　　　　的内容を記載してください。

（注７）「航空法第○○条」、「放送法第○○条」等の制限の根拠となる法令を記載してください。

以　上

無○

制限を行う根拠法令（注
７）

制限の内容（注６）

商号（英字表記）

外国人保有制限銘柄への該当について「有」を選択した場合のみ、以下の事項を記載してください。

外国人保有制限銘柄への該当 有 ○ 無

特別口座を開設する口座管理機関

（注５）「不可」を選択した場合には、売渡請求の受付を始めるにあたって、別途届出が必要となります。

7

9 9

本店

9

ほふり信託銀行株式会社

株主名簿管理人 ほふり信託銀行株式会社

（４）その他

振替元会社口座情報 加入者口座コード

口座番号

口座名義

口座名義カナ

金融機関等コード 1 2

2支店コード

支店名

2

当座

9 9 91 2 3 4 5 7

6

9

ホフリシンタクギンコウカブシキガイシャカイマシグチ

ほふり信託銀行株式会社買増口

1

90 9 9 9 9

3

99

単元株式数 100 株

単元未満株式の売渡制度の有無

4 5

預金種別

3 4

売渡代金の払込口座番号

ほふり信託銀行株式会社銀行名

新規記録直後からの売渡請求の受付可否（注５） ○ 可 不可

単元未満株式の売渡制度の有無について「有」を選択した場合のみ、以下の事項を記載してください。

有

その他定款に定める基準日及び行使できる権利

　・基準日

1 3

　・行使できる権利

四半期会計期間の末日を株主確定日とする総株主通
知請求の有無（注４）

＜請求理由＞

金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第24条の4の7第1項の規定により提出する四半期報告書において、議決権の状況等の株主に関す
る情報を適切に開示するため。

○

（３）単元株式に係る情報

有 　 無

四半期会計期間の末日を株主確定日とする総株主通知請求の有無について「有」を選択した場合のみ、以下の事項を記
載してください。

対象となる四半期会計期間の末日 ① 5月31日 ② 11月30日
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（３）－２ 株式等振替制度参加に係る届出書（その２）（右ページ部分）[ST01-02]

• 定款上の単元未満株式売渡請求
をすることができる旨の定めの
有無について、いずれかを選択
してください。

•「単元未満株式の売渡制度の有
無」において「有」を選択した
場合のみ、ご記載ください。

•株主名簿管理人を選択してくだ
さい。

•特別口座を開設する口座管理機
関を選択してください。

•現時点で特別口座の開設予定が
無い場合でも、必ずご記載くだ
さい。

•四半期会計期間の末日を株主確
定日とする総株主通知請求の採
用有無について、いずれかを選
択してください。

•「四半期会計期間の末日を株主
確定日とする総株主通知請求の
有無」において「有」を選択し
た場合には、第１四半期及び第
３四半期の末日をご記載くださ
い。

•「外国人保有制限銘柄への該
当」において「有」を選択した
場合のみ、ご記載ください。



ST01-02
（2023年10月13日版）

株式会社証券保管振替機構　御中

株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届出いたします。

１.新規記録株式数

（注１）既発行の株式数に、公募により発行する株式数を加えた数を記載してください。公募を行わない場合は、既発行の株式数を記載し

　　　　てください。なお、組織再編に伴うテクニカル上場銘柄については、記載不要です。

２.既発行情報

（注２）株式移転、新設合併又は新設分割に伴うテクニカル上場銘柄については、記載不要です。

（注３）公募・売出しにより増加することが見込まれる株主数は含まず、既存の株主数を記載してください。なお、取扱開始日から手数料

　　　　計算の対象月の月末までに株主確定日が到来していない場合には、当機構は、届出された株主数により、振替制度利用料の算定を

　　　　行います。なお、組織再編に伴うテクニカル上場銘柄については、別途「取扱開始日における株主等の数に係る届出書」を提出い

　　　　ただくため、記載不要です。　　　

３.公募増資に係る情報

（注４）条件決定後、払込金額が記載された書面（訂正有価証券届出書）の提出が必要です（Targetほふりサイトから）。

（注５）法人格を含め正確に記載してください。払込取扱銀行については、支店名の記載は不要です。

以　上

引受主幹事証券会社（注５） ほふり証券株式会社

発行時ＤＶＰ方式の利用の有無について「有」を選択した場合のみ、以下の事項を記載してください。

2023年12月15日 ～ 2023年12月18日

2023年12月19日払込期日

発行時ＤＶＰ方式の利用の有無 ○ 有 無

2023年12月14日

申込期日（申込期間）

公募増資の実施有無 ○ 有 　 無

公募増資の実施有無について「有」を選択した場合のみ、以下の事項を記載してください。

代表者氏名 ほふり　太郎

株式等振替制度参加に係る届出書（その３）
（株式等振替制度＜株式＞用）

記

株主数（注３） 30 人

提出日 2023年11月1日

会社名 株式会社ほふり

代表者役職名 代表取締役

新規記録予定株式数（注１） 15,000,000 株

発行新株式数 1,000,000 株

株券喪失登録されている株式数 0 株

既発行の株式数（注２） 14,000,000 株

条件決定日（公開価格決定日）（注４）

払込取扱銀行（注５） 株式会社ほふり銀行

印
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（４）株式等振替制度参加に係る届出書（その３）[ST01-02]

①

• ①と②の合計と等しくなります。

• 新規記録する株式のうち、公募
分について記載してください。
なお、公募を行わない場合には
記載不要です。

• 払込金額が決定しましたらPDF

化した訂正有価証券届出書を
Targetほふりサイトにご提出くだ
さい。

• 既発行の株式の株主数を記載し
てください。

• 自己株式を保有している場合に
は、自社も１人と計算します。

• 新規記録する株式のうち、既発
行分について記載してください。

• 株券喪失登録されている株式が
無い場合には「０株」と記載し
てください。

• 会社名及び代者氏名については、
省略せず印鑑証明書どおりにご
記載ください。

• 実印で捺印をしてください。

実印

• 原本の提出日をご記載ください。

②

• 振替法の通知を上場承認日に先
立って行う場合には、条件決定
日（公開価格決定日）」、「申
込期日（申込期間）」及び「払
込期日」が未確定である場合が
考えられますが、原本の提出日
時点の予定をご記載ください。

• 原本提出後、記載した日程と異
なる日程となった場合には、上
場承認日の2営業日前までに株式
等振替制度参加に係る届出書
（変更・訂正届出用）（詳細は
P14）をご提出ください。

• 「条件決定日（公開価格決定
日）」、「申込期日（申込期
間）」及び「払込期日」につい
て、上場承認日時点で一定の幅
をもたせた予定である場合には、
当該予定のうち、最も近い日付
をご記載ください。



ST01-02
（2023年10月13日版）

株式会社証券保管振替機構　御中

株式等振替制度に参加することに伴い、下記のとおり届出いたします。

１.情報取扱責任者（注１）

（注１）機構に対する通知又は機構が行う照会に対する報告その他機構との間の連絡を掌る者を指します。機構との連絡担当部署の部長又

　　　　はそれに準じる役職の方を選任してください。なお、選任いただいた情報取扱責任者を変更する場合には、別途届出が必要となり

　　　　ます。

２.機構との連絡担当部署（注２）

（注２）機構に対する通知内容等に関する照会先となる部署を記載してください。なお、機構との連絡担当部署を変更する場合には、別途

　　　　届出が必要となります。

３.手数料請求書の配信先メールアドレス（注３）

（注３）手数料請求書は電子配信サービスeco Deliver Expressにて配信します。請求書の配信案内メールの宛先となるメールアドレス（部

　　　　署等で共有されているメールアドレスをお持ちの場合、当該アドレスでの登録が可能です。）を記載してください。なお、メール

　　　　アドレスは電子配信サービス利用開始後、サイト上から変更・追加いただけます。

以　上

メールアドレス soumubu_hofuri@jasdec.com

代表者氏名 ほふり　太郎

株式等振替制度参加に係る届出書（その４）
（株式等振替制度＜株式＞用）

記

電話番号

役職名 総務部長

03

氏名

提出日 2023年11月1日

会社名 株式会社ほふり

代表者役職名 代表取締役

電話番号

住所
〒

部署名

03 - 1234 -

総務部総務課

103

5678

- 0028

東京都中央区日本橋兜町○番▲号

- 1234 - 5678

ほふり　花子

印
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（５）株式等振替制度参加に係る届出書（その４）[ST01-02]

• 当機構との連絡担当部署の部長
又はそれに準じる役職の方を選
任してください。

• 当機構との連絡担当部署を記載
してください。当機構から問合
せを行う際は、当該部署に連絡
させていただきます。

• 手数料請求書は電子配信サービ
スeco Deliver Expressにて配信し
ます。請求書の配信案内メール
の宛先となるメールアドレスを
ご記載ください。

• 部署等で共有されているメール
アドレスをお持ちの場合、当該
アドレスでの登録が可能です。

• 会社名及び代者氏名については、
省略せず印鑑証明書どおりにご
記載ください。

• 実印で捺印をしてください。

実印

• 原本の提出日をご記載ください。
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（６）株式等振替制度参加に係る届出書（変更・訂正届出用）[ST01-02]

• 会社名及び代者氏名については、
省略せず印鑑証明書どおりにご
記載ください。

• 実印で捺印をしてください。
（Targetほふりサイトにご提出い
ただく場合には、捺印は不要で
す。）

実印

• 提出日をご記載ください。

• 変更・訂正の対象とする届出書
について、該当するものをご記
載ください。

• 変更・訂正の内容について、新
旧がわかるようにご記載くださ
い。

• 株式等振替制度参加に係る届出書（その１～その４）の原本提出後、記載内容に変更または訂正が
生じた場合にご提出ください。

• TargetシステムIDの発行前後により、提出方法が異なるため、ご提出の際には担当者へご相談くだ
さい。
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• 東京証券取引所に上場する場合には、「Targetシステム利用申込書（東証上場会社用）[KY-

05]」をご提出ください。

• 東京証券取引所以外に上場する場合には、「Targetシステム利用申込書（東証上場会社以外
用）[KY-06]」をご提出ください。

※以下の届出書類は、東証上場会社用の記載イメージです。東証上場会社以外用も同様です。

（７）Targetシステム利用申込書 [KY-05]、[KY-06]

• ユーザグループ管理者２名を選
任の上、全ての項目をご記載く
ださい。（必ず２名を選任して
ください。）

• 会社名及び代者氏名については、
省略せず印鑑証明書どおりにご
記載ください。

• 実印で捺印をしてください。実印

• 原本の提出日をご記載ください。
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• 定款・株式取扱規則（原本）の提出時には、実印による原本証明（日付入り）及び契印をお願いし
ます。

• 定款・株式取扱規則（原本）の原本証明日は、当機構に提出する日として下さい。

• 株式取扱規則（ドラフト）の施行日及び改定日が取扱開始日または取扱開始日を意味する文言で
ない場合には、修正を依頼する場合がございます。

実印

契印 例

この写しは、原本と同一であることを
証明する。

2019年5月7日
株式会社ほふり
代表取締役 ほふり太郎

実印

（８）定款・株式取扱規則・印鑑証明書

原本証明（日付入り） 例

実印

印鑑証明書

商号 株式会社ほふり
本店 東京都中央区日本橋兜町〇番△号

代表取締役 ほふり太郎

令和元年5月31日

• ３ヶ月以内に取得したも
のを提出ください。

印鑑証明書

定款・株式取扱規則（原本）

• 原本証明（日付入り）には
実印で捺印をしてください。

• 実印で捺印をしてください。

• 当機構への届出書類の提出日から起算して3ヶ月以内に、法務局で取得したものを提出ください。

会社法人等番号：1234-56-789012

昭和xx年x月x日生

これは提出されている印鑑に相違ないことを証明する

XX地方法務局XX支局

登記官
ほふり 次郎印

• 製本テープ等を使い、袋と
じをしてください。
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• 機構取扱開始日をご記載くださ
い。

※ この書類はPDFファイルにて、Targetほふりサイトにご提出いただきます。
※ 提出方法は事前に担当者へご相談ください。

（９）取扱開始日における株主等の数に係る届出書 [ST99-28]

• 銘柄コードは５桁（普通株式の
場合には、銘柄コード（４桁）
の最後に「０」を加えた５桁）
でご記載ください。

• Targetほふりサイトにご提出いた
だく日をご記載ください。

• 新設合併または株式移転によるテクニカル上場の場合に提出が必要な書類です。
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（10）種類株式の内容について[ST01-02-01]

• 「（２）株式等振替制度参加に
係る届出書（その１）」、
「（３）株式等振替制度参加に
係る届出書（その２）」及び
「（４）株式等振替制度参加に
係る届出書（その３）」と同じ
内容をご記載ください。

※ この書類はPDFファイルにて、Targetほふりサイトにご提出いただきます。
※ 提出方法は事前に担当者へ相談ください。
※ 提出いただいたPDFファイルは、銘柄公示に利用します。

• 上場する株式が種類株式の場合のみご提出が必要です。


